
特
定
目
的
信
託
の
権
利
者
集
会
等
の
招
集
通
知
に
添
付
す
べ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
の
書
面
に
関
す
る
規
則
（
案
）

（
趣
旨
）

第
一
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
十
四
条
第
二
項
（
法
第
百
九
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関

す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
商
法
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の

受
益
証
券
の
権
利
者
が
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
の
書
面
の
様
式
は
、
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
特
定
目
的
信
託
」
、
「
受
益
証
券
」
又
は
「
代
表
権
利
者
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
に

規
定
す
る
特
定
目
的
信
託
、
受
益
証
券
又
は
代
表
権
利
者
を
い
う
。

（
賛
否
の
記
載
）

第
三
条

法
第
百
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
商
法
特
例
法
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
受
益
証

券
の
権
利
者
が
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
の
書
面
（
以
下
「
議
決
権
行
使
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
議
案
ご
と
に
、
受
益

証
券
の
権
利
者
が
賛
否
を
記
載
す
る
欄
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
に
棄
権
の
欄
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な



い
。

２

代
表
権
利
者
の
選
任
に
関
す
る
議
案
に
お
い
て
二
名
以
上
の
候
補
者
が
提
案
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
欄
は
、
受
益

証
券
の
権
利
者
が
各
候
補
者
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賛
否
の
記
載
が
な
い
場
合
の
取
扱
い
）

第
四
条

議
決
権
行
使
書
面
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
の
な
い
議
決
権
行
使
書
面
が
招
集
者
に
提
出
さ
れ
た
と
き

は
、
各
議
案
に
つ
い
て
賛
成
、
反
対
又
は
棄
権
の
い
ず
れ
か
の
意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
旨
を
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
益
証
券
の
権
利
者
の
氏
名
等
）

第
五
条

議
決
権
行
使
書
面
に
は
、
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
受
益
証
券
の
権
利
者
の
氏
名
及
び
議
決
権
の
数
を
記
載
し
、
受
益

証
券
の
権
利
者
が
押
印
す
る
欄
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
十
二
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


